
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

一
七
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

一
七
七

公

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

一
七
八

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

一
七
八

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
七
九

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
元
年
八
月
十

六
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島

県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
八
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ザ
・
モ
ー
ル
郡
山

福
島
県
郡
山
市
長
者
一
丁
目
一
番
五
六
号

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

者
の
氏
名

（
変
更
前
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
野

武
夫

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
二
番
一
号

（
変
更
後
）
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社

代
表
取
締
役

飯
盛

徹
夫

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
二
番
一
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
合
同
会
社
西
友

職
務
執
行
者

上
垣
内

猛

東
京
都
北
区
赤
羽
二
丁
目
一
番
一
号

（
変
更
後
）
合
同
会
社
西
友

職
務
執
行
者

ミ
ッ
チ
ェ
ル
・
ウ
ェ
イ
ン
・
ス
レ
ー
プ

東
京
都
北
区
赤
羽
二
丁
目
一
番
一
号

三

変
更
し
た
年
月
日

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

者
の
氏
名

平
成
二
十
九
年
四
月
三
日

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

平
成
三
十
年
二
月
二
十
四
日

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
七
月
二
十
九
日

五

届
出
を
し
た
者

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
元

年
八
月
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政

策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
八
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
郡
山
安
積
店

福
島
県
郡
山
市
笹
川
二
丁
目
六
番
一
号
ほ
か

二

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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公

告

公
告
第
八
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

安
達
東
部
地
区
に
係
る
県
営
広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業
の
工
事
は
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日

完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

令
和
元
年
八
月
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

公 告 第 ８ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福
島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 ８ 月 16日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
ゲ ル マ ニ ウ ム 半 導 体 検 出 装 置 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
令 和 元 年 ７ 月 24日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
ミ リ オ ン テ ク ノ ロ ジ ー ズ ・ キ ャ ン ベ ラ 株 式 会 社 東 京 都 台 東 区 浅 草 橋 四 丁 目 19番 ８

号 浅 草 橋 ビ ル
５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額

17 9 , 3 0 0 , 0 0 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

随 意 契 約
７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由

特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当
（ 入 札 用 度 課 ）
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名

称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
八
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

財
団
法
人
と
き
わ
会
常
磐
病

公
益
財
団
法
人
と
き
わ
会
常

平
成
二
六
年
四
月
一
日

院

磐
病
院


